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4 .　税率・税額

事業所税の税率は、次のとおりです。 （法701の42）

資 産 割 事業所床面積 1㎡につき600円

従 業 者 割 従業者給与総額の100分の0.25

⑴　事業所税の計算は、次のように行います。

税　額
課税標準となる
事業所床面積

Ⓐ
600円＝

課税標準となる
従業者給与総額

Ⓑ

 0.25 
 100×× ＋

（資産割額） （従業者割額）

①　資 産 割

事業所
床面積

＝ − −
課税標準となる
事業所床面積

Ⓐ

非課税に係る
事業所床面積

課税標準の特例適用に
係る控除事業所床面積

②　従業者割

従 業 者
給与総額

＝ − −
課税標準となる
従業者給与総額

Ⓑ

非課税に係る従
業者給与総額

課税標準の特例適用に係
る控除従業者給与総額

端 数 処 理

・　資産割額及び従業者割額合算後の100円未満切捨て

・　事業所床面積 1㎡の100分の 1未満切捨て

・　従業者給与総額の 1円未満切捨て

・　課税標準となる従業者給与総額の1,000円未満切捨て


